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Ⅰ 序論 
第１章  計画の策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨  

本市では、平成２３年度（２０１１年度）に「第５次白岡市総合振興計画」を策定し、

市の目指すべき将来像である「ほっとスマイル しらおか 未来へつながるまち～うるお

いとやすらぎの生活未来都市～」の実現に向け、まちづくりへの取組を進め、平成２４年

（２０１２年）１０月には、市制要件の一つである人口５万人を超えたことから、単独で

市制施行し、白岡市となりました。 

その後も、首都圏中央連絡自動車道（以下「圏央道」という。）の県内全線開通や白岡菖

蒲インターチェンジの開設、子育て支援策の充実、土地区画整理事業の推進、白岡市生涯

学習センター〔こもれびの森〕の整備を行うなど、産業基盤や市民生活の向上に取り組ん

できた結果、本市の人口は着実に増加してきました。 

しかしながら、全国的に人口減少が進む中、本市においても平成３０年（２０１８年）

をピークに人口減少に転じており、今後も人口減少が進んでいくことが予想されることか

ら、人口増加を基調としたこれまでの市政運営を転換し、まちづくりを進めていくことが

求められます。 

また、本市を取り巻く社会経済情勢は、少子高齢化やグローバル化の進展、ＡＩ※1やＩ

ＣＴ※2の急速な発展、市民ニーズの多様化などにより大きく変化しており、生活様式や価

値観についても新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、大きく変わりつつあります。 

このような状況の中、白岡市自治基本条例が定める自治の理念を踏まえながら、本市が

将来にわたって持続的な成長を維持していくための新たなまちづくりの指針として、「第

６次白岡市総合振興計画」を策定するものです。 

  

                                        
※1 ＡＩ：Artificial Intelligence。人間の思考プロセスと同じような動作をするプログラムである人

工知能のこと。 
※2 ＩＣＴ：Information and Communication Technology。情報通信技術のこと。 
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２ 計画の位置付け 

本計画は、まちづくりの基本的な方向を示す市の最上位の計画であり、長期的な展望

に基づいて本市におけるまちづくりの将来目標を示すとともに、総合的かつ計画的な行

政運営を図るため、各行政分野の方針などを明らかにするものです。 

また、本計画は、人口減少社会に対応し、将来にわたって活力ある地域社会を実現す

るために策定したまち・ひと・しごと創生法に基づく地方版総合戦略の内容を備えてお

り、今後のまちづくりをより効果的かつ効率的に進めていくため、当該総合戦略を内包

するものとして位置付けます。 

さらに、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭

化基本法に基づく、国土強靭化地域計画と一体的に策定するものです。 

加えて、本市の将来にわたる持続可能な発展を図る上では、積極的にＳＤＧｓ※1の達

成に寄与する取組を進めていく必要があり、本計画を進めることは、ＳＤＧｓの達成に

向けた取組につながるものであることから、各施策分野との関連性を明確にし、ＳＤＧ

ｓの概念を反映させた計画として策定するものです。 

 

  

                                        
※1 ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals。平成 27 年（2015 年）に社会課題克服を目

指し、国連で採択された持続的な開発目標のこと。 
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３ 計画の構成と期間 

将来のまちづくりを計画的に進めるとともに、今後の社会経済情勢の変化に柔軟に対応

することができるよう計画の構成は、「基本構想」「基本計画」「実施計画」の３層構造と

します。 

⑴  基本構想（計画期間１０年：令和４～１３年度（２０２２～２０３１年度）） 

まちづくりを総合的かつ計画的に進めていくための指針となるものであり、目指すべ

き将来像や政策目標などを定めるものです。 

 

⑵  基本計画（計画期間５年：令和４～８年度（２０２２～２０２６年度）） 

基本構想を実現するため、まちの現状と課題を整理し、基本的な施策を体系的に定め

るものです。 

 

⑶  実施計画（計画期間３年） 

基本計画で定めた施策の具体的な実施方法（事業）等を定めるものであり、社会経済

情勢の変化や緊急性を要する事業に対応するために毎年度必要となる見直しを行いま

す。 

 

■計画の構成 

 

 

■計画の期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本構想 

基本計画 

実施計画 

・国土強靭化地域計画 

内包して策定 

関連性の明示 
・ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

・地方版総合戦略 

一体的に策定 

令和

４年度 ５年度 ６年度 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度 １２年度 １３年度

実施計画　３年間

実施計画　３年間

実施計画　３年間

基本構想

前期基本計画　5年間 後期基本計画　5年間

毎年度ローリング
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第２章  社会動向 

１ 人口減少・少子高齢化の進展 

我が国の総人口は、平成２０年（２００８年）の１億２，８０８万人をピークに減少に

転じ、平成３０年（２０１８年）の合計特殊出生率※1は１．４２と、人口維持に必要な合

計特殊出生率２．０７を大きく下回ることから、今後も人口減少が進行することが推計さ

れています。 

国立社会保障・人口問題研究所の出生中位・死亡中位推計（平成２９年（２０１７年）

推計）によれば、令和２２年（２０４０年）には１億１，０９２万人まで減少し、令和２

３年（２０４１年）以降は毎年約９０万人減少すると推計されています。 

人口減少に伴う生産年齢人口（１５～６４歳）の減少は、日本経済低迷の要因となるた

め、女性・高齢者の社会進出や希望出生率※2の実現に向けた取組を更に推進することが求

められます。 

一方、高齢者人口（６５歳以上）の割合は増加を続けており、高齢化率は令和２4 年（２

０４２年）に３６．１％とピークを迎えると推計されています。この高齢化は、特に三大

都市圏を中心に急速に進行し、医療・介護の給付費の更なる増大が懸念されます。 

このため、国においては、平成２６年（２０１４年）に５年間の計画である「まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」を策定し、人口減少社会に対応するための取組を実施してきま

した。令和２年（2020 年）には、この第１期の取組を踏まえ、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０※

3やＳＤＧｓ、関係人口といった新たな視点を加えた第２期「まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を策定し、取組を更に加速させることを目指しています。 

 

２ 生活に対する脅威の増加 

我が国は、平成７年（１９９５年）の阪神・淡路大震災や平成２３年（２０１１年）の

東日本大震災などの大規模地震、また、近年頻発化している集中豪雨や大型台風等の自然

災害により、大きな被害を経験してきました。 

さらに、東日本大震災の被害規模を上回るとされる首都直下地震や南海トラフ地震の発

生確率は、３０年以内に７０％程度と予想されており、風水害も気候変動により、更に頻

発化・激甚化するおそれがあります。 

 

                                        
※1 合計特殊出生率：１５～４９歳までの女性の年齢別出生率を合計したもので、一人の女性がその

年齢別出生率で一生の間に産むとした場合の子どもの数のこと。 
※2 希望出生率：若い世代における結婚、妊娠・出産、子育ての希望がかなうとした場合に想定され

る出生率のこと。 
※3 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０：様々なモノがインターネットに接続され、全ての人とモノがつながり、

従来共有されなかった知識や情報が共有されることで社会課題を克服する次世代の社会像のこと。 
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また、人々の生活への脅威は自然災害に限りません。令和２年（２０２０年）に日本の

みならず、世界中で感染が拡大した新型コロナウイルス感染症は、人々の生活様式、コミ

ュニケーション、仕事に多大なる影響を与え、新しい価値観や文化が生まれるきっかけと

なった一方、未知なる脅威に突然襲われるリスクがあることを改めて社会に認識させまし

た。 

人々の生活を脅かす様々な脅威に対応し、安心・安全なまちづくりを実現するためには、

多様な主体が連携した対策が求められます。

 

３ 持続可能な社会への取組 

世界的な気候変動に対する取組として、平成２７年（２０１５年）にフランスのパリで

第２１回国連気候変動枠組条約締約国会議（ＣＯＰ２１）が開催され、令和２年（２０２

０年）以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組みであるパリ協定が採択さ

れました。 

こうした中で、我が国でも温室効果ガスの排出量を令和３２年（２０５０年）までに実

質ゼロにする方針が発表され、地球温暖化対策事業を新たな経済成長の柱とすることを目

標としています。 

また、平成２７年（２０１５年）にＳＤＧｓが国連１９３の加盟国の全会一致で採択さ

れました。ＳＤＧｓは、気候変動や格差等の社会が抱える問題に対して、世界全体で解決

していくことを目標に、１７のゴールと１６９のターゲット、２３２の指標で構成されて

おり、持続的な社会を実現するための国際社会共通指標となっています。我が国において

は、ＳＤＧｓ推進本部より、平成２８年（２０１６年）に実施指針が示されており、地域

社会がＳＤＧｓの達成に取り組むことで、地域における課題解決及び持続的な発展を実現

し、地方創生を推進することが期待されています。 

 

４ 産業構造の変化とデジタル技術の発展 

我が国では、全国的にサービス産業化が進行しており、東京圏では情報通信業、サービ

ス業、不動産業、金融業・保険業などの割合が高くなっています。一方、地方圏では、卸・

小売業、運輸業、医療・福祉などの労働集約型サービス業の割合が高く、労働生産性が低

いことが課題となっています。 

労働生産性の向上が課題となる中、あらゆる産業でデジタル技術を活用した効率化が図

られており、ＩｏＴ※1、ビッグデータ※2、ＡＩ、ロボット技術等は産業構造と社会に激変

をもたらしています。 

 

                                        
※1 ＩｏＴ：Internet of Things。様々なモノがインターネットに接続する「モノのインターネッ

ト」のこと。 
※2 ビッグデータ：ＩＣＴの進展により生成・収集・蓄積が可能になった多種多量なデータのこと。 
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新型コロナウイルス感染症のリスクに対応するために広まったテレワーク、ウェブ会議

等のデジタル技術は、物理的・時間的制約を克服し、多様な働き方や人材不足の解消につ

ながっています。 

また、ＡＩを活用した業務効率化、自動走行技術による移動等のデジタル技術革新は、

地域課題の解決や生活利便性の向上に寄与しています。 

今後もデジタル技術の活用が求められる中で、子どもたちが新しい時代の創り手として

必要な資質を育むため、アクティブ・ラーニング※1、プログラミング教育等を含む新学習

指導要領が始まっており、教育におけるＩＣＴ環境等の整備が進められています。人口減

少や高齢化の進行による社会的課題と経済発展の解決をテクノロジーの活用で両立させ

るＳｏｃｉｅｔｙ５．０の実現が求められています。 

 

５ 協働による地域課題解決の必要性 

我が国の社会ニーズは、多様化・複雑化が進み、行政だけでは十分な対応が難しくなっ

ています。このため、地域自治組織、ＮＰＯ※2・ボランティア団体、民間企業等と協働し

た社会全体での課題解決が今まで以上に必要となっています。 

しかしながら、都市部では、住民同士のつながりが希薄になっており、地方においては、

地域自治組織を担う人材の高齢化が進んでいるだけでなく、人口減少による民間企業の撤

退やサービス縮小が危惧されています。 

今後も地域社会の安心な暮らしを維持するため、多様な主体を結び付け、それぞれの強

みを生かして課題解決を実現するプラットフォーム※3の形成が求められます。行政は、プ

ラットフォーム・ビルダー※３として、多様な主体が持つ地域資源・情報等を結び付け、議

論の場をコーディネートする役割がより重要になっています。 

また、多様な主体が担い手になるためには、人材の確保と育成、活動資金の確保等が重

要になります。行政には地域を担う一人一人が活躍できるよう継続的に関われる仕組みづ

くりや支援について積極的に進めていくことが求められています。 

 

６ 行財政基盤維持への取組 

我が国では、住民に身近な行政サービスの多くを地方自治体が担っており、地域住民の

生活を守るため、地方自治体による持続的な行政サービスの提供が今後も求められます。 

しかしながら、人口減少や少子高齢化に伴う歳入減少や社会保障費の増大により、地方

自治体の行財政運営は一層厳しさを増しています。 

                                        
※1 アクティブ・ラーニング：教員による一方向形式の受動的な教育ではなく、児童生徒の能動的な

学習を取り入れた学習のこと。 
※2 NＰＯ：Nonprofit Organization。営利目的ではなく、社会貢献活動を行う団体のこと。 
※3 プラットフォーム：地域の多様な主体が集まり、相互作用を促すための基盤のこと。プラットフ

ォーム・ビルダーは、プラットフォームを形成する主体のこと。 
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また、高度経済成長期に整備されたインフラや公共施設が更新時期を迎えており、その

更新費も増大しています。インフラ・公共施設の再整備に当たっては、民間事業者のノウ

ハウの活用、ＩｏＴを活用した点検の効率化に加え、人口減少社会に対応した統廃合によ

る最適化、地域資源としての有効活用の視点が重要になり、公共資産の全体像を考慮した

長期的な総合管理が求められています。 

人口減少と財政縮小に伴い、地方公務員の数は平成６年（１９９４年）をピークに減少

しており、人員削減が進んでいますが、今後は更に少ない職員数での行政サービスの提供

が必要になる可能性があります。 

地方自治体においても、デジタル化を推進し、ＡＩなどを活用した定型的業務の効率化

を図り、企画立案などの職員にしかできない業務に注力できる環境整備、ペーパーレス化

や窓口の電子化等による効率化が求められています。 

加えて、一つの自治体のみで行政サービスを担うのではなく、複数自治体間の連携を通

して、持続的な行政サービスの提供、新たな価値の創出につなげる必要があります。 
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第３章 白岡市の現状 

１ 人口・世帯の状況 

⑴ 人口の動向 

これまで、本市の総人口は、増加傾向が続き、平成３０年（２０１８年）には     

５２，５３９人とピークを迎えましたが、その後は減少に転じています。 

人口構成では、年少人口（０～１4 歳）、生産年齢人口（１５～６４歳）ともに減少傾

向が続いています。特に、生産年齢人口の減少が顕著で、この１０年間で約１，８００

人、率にして５．６ポイント減少しています。 

一方、高齢者人口（６ ５歳以上）は増加が続いており、この１０年 間で約       

３，８００人、率にして６．５ポイント増加しています。 

 

■総人口及び年齢３区分別人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県町（丁）字別人口調査（各年１月１日現在） 

■年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※グラフの割合は、小数第 2 位を四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります。 

資料：埼玉県町（丁）字別人口調査（各年１月１日現在） 

 

6,746 6,651 6,601 6,555 6,579 6,614 6,576 6,563 6,584 6,562 

33,366 33,365 32,915 32,682 32,597 32,428 32,250 32,216 31,911 31,583 

10,510 10,824 11,431 12,030 12,512 12,993 13,431 13,760 14,002 14,259 

50,662 50,840 50,947 51,267 51,688 52,035 52,257 52,539 52,497 52,404 
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10,510 10,824 11,431 12,030 12,512 12,993 13,431 13,760 14,002 14,259 

50,662 50,840 50,947 51,267 51,688 52,035 52,257 52,539 52,497 52,404 
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⑵ 世帯の動向 

本市の世帯数は、埼玉県町（丁）字別人口調査に基づき比較してみると、総人口がピー

クを迎えた平成３０年（２０１８年）以降も増加傾向にあり、令和２年（２０２０年）は

２１,６３７世帯となっています。 

一方、１世帯当たりの人数は減少を続けています。人口に反して世帯数が増加してい

るのは、核家族の増加や単身世帯の増加が要因と考えられます。 

 

■世帯数及び一世帯当たりの人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：埼玉県町（丁）字別人口調査（各年１月１日現在） 

 

⑶ 人口増減の動向 

本市の人口は、平成２９年（２０１７年）まで増加してきましたが、社会増の減少と自

然減の増加により、平成３０年（２０１８年）に初めて減少に転じています。 

■人口増減 

 

 

資料： 住民基本台帳に基づく人口（各年１月 1 日現在） 
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⑷ 年齢別転入・転出数の動向 

本市の年齢別転入・転出数は、全体の傾向として転入超過の年齢階級が多くなってお

り、平成１２年（２０００年）から平成１７年（２００５年）及び平成２２年（２０１０

年）から平成２７年（２０１５年）は、２０歳代後半から３０歳代前半まで、平成１７年

（２００５年）から平成２２年（２０１０年）は、３０歳代前半から３０歳代後半まで

の転入超過が最も高くなっています。 

また、大学への進学や就職をする年齢で転出超過になっています。 

 

■年齢別転入・転出数 

 

資料：国勢調査、都道府県生命表 

※グラフの縦軸の値は、社会増減数（転入数から転出数を差し引いた数）を表します。転入数は「市

外から市内に住所を移す方の人数」、転出数は「市内から市外に住所を移す方の人数」を表します。

グラフ縦軸の値が正になっている場合は「転入数＞転出数」、負になっている場合は「転入数＜転出

数」を表します。 

また、グラフの横軸は、年齢区分を表します。例えば「平成 22 年（２０１０年）→平成 27 年

（２０１５年）」の「0～4 歳→5～9 歳」であれば、平成 22 年（２０１０年）は 0～4 歳、平成

27 年（２０１５年）は 5～9 歳の方を対象として、転入・転出数を推計しています。 
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２ 産業の状況 

⑴ 産業別人口比率の推移 

本市の平成２７年（２０１５年）の就業者数は、２５，１６０人で、第１次産業が   

２．３％、第２次産業が２２．９％、第３次産業が７１．１％となっており、サービス業

を中心とした第３次産業就業者が最も多くなっています。 

 

■産業別人口比率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

※「分類不能」は、調査票の記入不備でいずれの産業にも分類できないものを指す 

 

⑵ 農業の動向 

本市の農業経営体数は、減少が続いており、平成１２年（２０００年）から平成２７

年（２０１５年）まででは、率にして約４０%減少しています。 

近年、農業産出額は微増となっていましたが、平成３０年（２０１８年）には多くの

割合を占める米・果実・野菜の産出額がいずれも減少しています。 

 

■農業経営体数と農業産出額の推移 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市区町村別農業産出額（推計）、農林業センサス 
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⑶ 工業の動向 

本市の製造業事業所数は、平成２１年（２００９年）からほぼ横ばいで推移していま

す。年間製造品出荷額等は、平成２２年（２０１０年）から平成２７年（２０１５年）

までは、ほぼ横ばいとなっていましたが、平成２８年（２０１６年）以降は、増加を続

け、平成３０年（２０１８年）には６１６億円となっています。 

 

■製造業事業所数及び年間製造品出荷額等の推移

 

資料：工業統計調査、経済センサス活動調査 

 

⑷ 商業の動向 

本市の事業所数は、平成１１年（１９９９年）までほぼ横ばいで推移していました

が、それ以降は減少傾向にあり、平成２４年（２０１２年）以降は微増となっていま

す。年間商品販売額は増加が続き、平成１９年（２００７年）の１，０３７億円をピー

クに一旦減少していますが、平成２４年（２０１２年）以降は再び増加傾向にありま

す。 

 

■商店数・年間商品販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査、経済センサス活動調査 
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第４章  まちづくりの基本課題 

１ 健康・医療・福祉 

全国的に高齢化が進行する中、本市においても同様に高齢者数が増加し、要支援・要

介護認定者数も増加しており、医療・介護のニーズは一層高まることが予想されます。 

本市では、医療・福祉の充実を進めてきましたが、財政に占める民生費の割合は、全

国平均と比較しても高くなっています。 

また、これまでの制度では対応が困難なケースがあるなど、福祉課題は複雑化・複合

化し、年齢や制度ごとの支援体制では、市民の福祉ニーズに応えることが難しくなって

きており、包括的な支援体制が求められています。 

 

２ 自然環境・生活安全 

本市は、都心へのアクセスに恵まれた立地でありながら、柴山沼や見沼代用水路などの

水辺環境、水田や特産品である梨の栽培を行う梨園などの農地が広がる環境に恵まれたま

ちです。この本市の持つ豊かな自然環境やこれまでに市が取り組んできた環境保全に関す

る取組は、本市における住みやすさにつながっています。 

一方、本市の周辺には、荒川、利根川などが、市内には、７つの一級河川が流れている

ため、地球温暖化に伴う気候変動の影響により、大雨や局地的大雨の発生頻度や降水量な

どの増大による水害の発生が懸念されています。近年、全国各地の被害状況も踏まえ、改

めて水害に対する備えを強化していく必要があります。 

また、自然災害だけでなく、新型コロナウイルス感染症をはじめ、市民生活を脅かす様々

な脅威に対して柔軟に対応していくことが求められています。 
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３ 子育て・教育・文化 

本市では、子育て世代の転入が多く、保育需要が高くなっています。このことから、

民間保育所の整備促進により定員数の拡大を図っているものの、待機児童の解消には至

っていない状況です。 

加えて、核家族化の進行や地域のつながりが希薄になる中、子育てに関する不安や悩

みを周囲に相談できない家庭が見受けられるだけでなく、地域ぐるみで子育てに携わる

意識も弱まりつつあります。 

また、学校教育では、市内全体の児童生徒数は減少傾向にありますが、一方で増加し

ている地域もあるため、実情に即した対応が施設の老朽化対策と併せて、求められま

す。 

生涯学習分野においては、関連事業への参加者や施設の利用者が減少傾向にある状況

です。 

市民意識調査では、子育てや学校・社会教育に関する満足度は高くなっているもの

の、これらの課題の解決に取り組み、子育て・学校・社会教育環境の更なる充実を図っ

ていく必要があります。 

 

４ 産業・雇用 

本市は、昼夜間人口比率※1が埼玉県内の中でも特に低く、ベッドタウンとしての特徴

が強くなっているだけではなく、近年、事業所数と従業者数は減少傾向にあります。こ

のため、市内での雇用の確保や税収の増加に向けて、産業の振興を図っていく必要があ

ります。 

また、新型コロナウイルス感染症の拡大を機にテレワークの推進やサテライトオフィ

ス※2を構える企業も出てきていることなども考慮しつつ、多様な業種の企業を誘致する

ことが求められています。 

農業では、農業従事者の高齢化が進む中、後継者不足も相まって農業経営体の更なる

減少が懸念されています。 

市では、特産品である梨の生産に対する支援と地域の活性化のため、「白岡美人プロジ

ェクト」の推進に取り組んでいます。こうした特産物を通じて魅力を内外に発信し、農

業への関心を高め、担い手の確保や遊休農地の解消を図っていくことが求められます。 

商業では、駅周辺に商業施設等が少なく、人の往来も少なくなっているため、駅周辺

の整備を図り、商業集積による賑わいの創出が求められます。 

 

                                        
※1 昼夜間人口比率：夜間人口１００人当たりの昼間人口の比率のこと。 
※2 サテライトオフィス：企業又は団体の本拠から離れた所に設置されたオフィスのこと。本拠を中

心としてみた時に衛星（サテライト）のように存在するオフィスとの意からこのように呼ばれる。 
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５ 都市基盤・住環境・公共交通 

市内には、２つのＪＲ宇都宮線の駅のほか、圏央道の白岡菖蒲インターチェンジもあ

り、都心へのアクセスなど市外への交通の利便性は高くなっています。 

一方、本市は、東西に長い市域であることから、市内の人の流れや交通環境が課題と

なっており、均衡ある発展を図っていくためには、東西方向の幹線道路などを早期に整

備することが求められます。 

こうした中、本市では、高齢者や駅・バス停から離れた地域にお住まいの方の日常生

活における移動手段を確保するため、「白岡市のりあい交通」を運行しています。こうし

た移動等の支援は、高齢化が進展する中で、より一層の充実が求められます。また、人

の流れを活発にし、まちの賑わいの創出などにもつながることが期待されます。 

また、埼玉県では、超少子高齢社会の様々な課題に対応するため、コンパクトシティ※

1の取組を核としながら、AI、IoT、５G※2といった技術の活用やエネルギーの利活用を

図ることなどにより、市町村とともに強靭性の高いまちづくりを進める「埼玉版スーパ

ー・シティプロジェクト」に取り組んでいます。こうした県の取組とも連携を図りなが

ら、都市基盤の強化を図っていく必要があります。 

 

６ 協働・人権 

地域が多様化・複雑化する中、行政のみで解決することが難しい課題が多くなってき

ています。このため、地域が抱える様々な課題の解決や、地域の実情に応じたきめ細や

かなまちづくりを進めるためには、市民・地域・議会・行政のほか、民間企業や近隣自

治体なども含めた多様な主体が協力し合うことが重要となっています。 

本市では、平成２３年（２０１１年）に白岡市自治基本条例を制定するとともに、平

成２６年（２０１４年）には白岡市市民参画条例を定め、「参画と協働によるまちづく

り」を推進し、「安全安心で暮らしやすい地域社会」を目指しています。 

大山・菁莪地域では、地域住民が主体となり、学生、行政と連携して「白岡元気プロ

ジェクト」に取り組むなど、協働のまちづくりを進めているところであり、引き続き多

様な主体と連携しながら更なる推進を図っていくことが必要です。 

また、協働のまちづくりを推進するためには、多様性を認め合っていくことが重要に

なります。地域の中で立場や環境の違いに関わらず、お互いの人権を尊重し、性別、年

齢、国籍、価値観、生き方などの様々な違いを認め合い、誰もが自分らしく生きること

ができる地域社会を実現していく必要があります。 

 

                                        
※1 コンパクトシティ：高密度で近接した開発形態、公共交通機関でつながった市街地、地域のサー

ビスや職場までの移動の容易さという特徴を有した都市構造のこと。 
※2 ５G：第 5 世代移動通信システムのこと。現行の４G に比べ通信速度が 100 倍、通信容量が１

０００倍になる。通信の遅れもほとんどなく、同時接続できる機器も増える。 
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７ 行財政運営 

生産年齢人口の減少による税収の減少や高齢化に伴う扶助費の増加、新型コロナウイ

ルス感染症に伴う景気の後退により、地方自治体の財政状況は厳しくなっています。 

また、高度経済成長期に整備した社会インフラの老朽化が進み、これらの更新による

財政負担の増加が懸念されています。こうした状況は、本市においても同様であり、厳

しい行財政運営が予想されます。 

一方、行政サービスに対するニーズは、多様化・高度化しており、厳しい財政状況に

あっても市民サービスを維持・向上していくためには、行財政改革に取り組み、行財政

運営の効率化を図っていく必要があります。 

また、新型コロナウイルス感染症を踏まえた新しい生活様式への対応も求められる

中、デジタル技術を活用しながら、行財政運営の効率化を図っていく必要があります。 

  



 

17 

Ⅱ 基本構想 
第１章  目指すべき将来像 

１ まちづくりの基本理念 

第６次白岡市総合振興計画の「まちづくりの基本理念」は、令和４年度（２０２２年度）

から令和１３年度（２０３１年度）までの１０年間におけるまちづくりを進める上での基

本的な考え方を示すものであり、次のとおり定めるものです。 

 

【市民主体のまちづくり】 

安全・安心で利便性が高く、日々の暮らしに幸せを実感できる市民主体のまちづくりを

進めます。 

 

【チャレンジできるまちづくり】 

本市の強みやポテンシャルを生かして、チャレンジできるまちづくりを進めます。 

 

【持続可能なまちづくり】  

社会環境の変化が著しい中、時代の変化に柔軟に対応できるよう持続可能なまちづくり

を進めます。 
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２ まちづくりの将来像 

 

Redesign 想いを未来へつなげるまち しらおか 

 

 

 本市は、豊かな自然、高い交通利便性、災害の少ない安心・安全な環境、歴史ある伝統・文

化など、暮らしやすく魅力的なまちとして発展を続け、着実に成長してきました。 

また、福祉、教育、環境、産業、都市基盤の整備など様々な施策を展開し、ずっと住みた

い、住み続けたいと思っていただけるまちづくりを進めてきました。 

 『Redesign（リ・デザイン）』は、これまで築き上げてきたまちを更に発展させていくた

めには、変化する時代に適応した新たなまちづくりを行い、これまで以上にすばらしいまち

を作り上げていくことを表現しています。 

 また、『想いを未来へつなげるまち』は、市民がこうありたいと考えるまちづくりへの想い

を大切にし、市民に寄り添った市民のためのまちづくりを第一に考えて、まちづくりを進め

ていくことを表現しています。それに加えて、長い歴史の中で先人たちの想いと、知恵や工

夫によって築き上げてきた財産である本市のすばらしい自然、歴史、文化、街並みなどを未

来へと継承していくことを表現しています。 
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第２章  将来フレーム 

１ 計画期間の人口フレーム 

計画期間における将来人口は、令和４年（２０２２年）の５２,３３４人から、令和 13

年（２０３１年）には、５１,４５４人に減少すると推計されます。 

年齢層別では、年少人口（０～１４歳）及び生産年齢人口（１５～６４歳）は、減少傾

向となり、高齢者人口（６５歳以上）は、増加傾向が継続すると推計されます。 

このため、本市では、まちの魅力の創出・発信、出産・子育て環境の整備、産業の育成・

支援等の施策を展開していくことにより、人口減少の抑制に努めることとし、本計画の目

標年次である令和１３年（２０３１年）の目標人口を 5２,０00 人程度とします。 

 

■本計画の目標人口 

 

 

資料：住民基本台帳人口（１０月１日時点）、国立社会保障・人口問題研究所のデータ | 市独自推計 

※グラフの数値は、令和２年（２０２０年）以前は実績値、令和３年（２０２１年）以降は推計値とし

ています。人口推計は、５歳区分を単位とし、５年毎の推計値を算出しており、本計画の期間では令和

７年（２０２５年）、令和１２年（２０３０年）の推計値を算出しています。このため、令和３年（２

０２１年）から令和６年（２０２４年）までの値は、令和２年（２０２０年）の実績値と令和７年（２

０２５年）の推計値を基準とし、５年分の増減を按分することで算出しました。同様に令和８年（２０

２６年）から令和１１年（２０２９年）までの値は令和７年（２０２５年）と令和１２年（２０３０年）

の推計値、令和１３年（２０３１年）の値は令和１２年（２０３０年）と令和１７年（２０３５年）の

推計値を基準とし、５年分の増減を按分して算出しています。 

6,584 6,566 6,538 6,511 6,483 6,455 6,427 6,396 6,365 6,334 6,303 6,272 6,255 

32,466 31,378 31,224 31,071 30,917 30,764 30,610 30,435 30,259 30,083 29,908 29,732 29,493 

12,846 14,481 14,617 14,752 14,888 15,024 15,160 15,252 15,344 15,436 15,528 15,620 15,706 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成27年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年 令和12年 令和13年

（人）

52,425 52,379 52,288 52,197 52,083 51,968 51,854 51,739 51,625
52,334 52,243

51,45451,896

4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

計 画 期 間

推 計 値実 績 値

「令和１３年（２０３１年）」の目標人口＝５２，０００人 



 

20 

２ 土地利用基本構想 

⑴ 土地利用の基本方針 

土地は、将来にわたる市民生活や生産活動などの基盤であることから、広域的な視点

を持ちつつ、保全と開発の調和に配慮した秩序ある利用を図っていく必要があります。 

このため、地勢や交通等の地域特性、現在の土地利用の実態及び今後の利用動向を踏

まえ、それぞれのゾーンごとに将来の方向性を定めます。 

また、少子高齢化と人口減少の進行等に起因する地域課題の解決に向け、コンパクト

かつ地域間をつなぐネットワークの形成によるまちづくりを推進し、生活利便性の向上

及び産業基盤の確立を図ります。 

なお、土地利用の推進に当たっては、国土利用計画法、都市計画法、農業振興地域の

整備に関する法律などの土地利用関係法の適切な運用を行うとともに、土地利用に関す

る各種計画との整合を図ります。 

 

⑵ ゾーン別の土地利用の方向性 

① 住宅ゾーン 

住宅ゾーンでは、良好な住宅地の形成と居住環境の向上を図ります。 

また、幹線道路沿いにおいては、良好な居住環境を確保しつつ、地域住民などの生

活利便性の向上に資する商業・業務施設などの誘導を図ります。 

 

② 農業共生ゾーン 

農業共生ゾーンでは、無秩序なスプロール化を防止し、優良農地の保全・確保に努

めるとともに、農地利用の集積を進め、生産基盤の強化を図ります。 

既存の集落においては、生活道路や排水路などの適切な維持・更新により、生活環

境の保全を図ります。 

 

③ 都市機能拠点ゾーン 

ＪＲ白岡駅周辺では、本市の市街地の拠点として、都市計画道路の整備に合わせて

魅力ある商業・業務施設などの都市機能の集積を図ります。 

また、ＪＲ新白岡駅周辺では、店舗や飲食店など地域住民の生活利便性の向上に資

する施設の誘導を図ります。 

 

④ 工業ゾーン 

工業ゾーンでは、良好な操業環境の維持・保全を図りつつ、効率的かつ効果的な工

業の振興を図ります。 

 

⑤ 複合的土地利用ゾーン 

複合的土地利用ゾーンでは、住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる

生活環境の充実のため、地域における医療福祉拠点の基盤整備を図ります。 
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また、周辺環境に配慮しつつ、既存企業の操業環境の保全や研究施設等の誘導を図

ります。 

 

⑥ 産業系土地利用検討ゾーン 

白岡中学校北側区域では、交通利便性に優れているという立地条件を生かし、周辺

環境に配慮しつつ、市民の生活に資する産業系の土地利用を検討します。 

国道１２２号に接し、圏央道白岡菖蒲インターチェンジに近接する地域では、広域

的な交通利便性に優れている上、工業ゾーンからの広がりが期待できることから、産

業系の土地利用を検討します。 

また、柴山沼の周辺地域では、交通利便性の高さと豊かな自然環境を生かし、地域

活性化に資する賑わい拠点としての土地利用を検討します。 

都市計画道路篠津柴山線と白岡篠津線が交差する篠津北東部地域では、農業生産基

盤の整備を図るとともに、高い交通利便性を生かしつつ、周辺環境に配慮しながら、

産業系の土地利用を検討します。 

 

⑦ 沿道サービスゾーン 

沿道サービスゾーンでは、周辺の住環境などへの影響に配慮しながら、地域住民な

どの生活利便性の向上や地域活性化に資する店舗、飲食店などの沿道サービス機能の

充実を図ります。 
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第３章  分野ごとの政策目標 

１ 誰もが生き生きと健やかに暮らせるまち（健康・医療・福祉） 

保健・医療・介護などの各種支援の充実を図るとともに、生きがいづくり、自立支援、

介護予防をはじめとした取組の充実を図ります。 

また、障がい者の支援の充実を図るとともに、市民の健康意識の醸成、地域における市

民同士の交流や支えあいのための環境づくりなど、子どもから高齢者まで誰もが住み慣れ

た地域で生き生きと健やかに暮らすことができるまちづくりを進めます。 

 

２ 自然と共生した安全で安心して暮らせるまち（自然環境・生活安全） 

自然環境の保全や公共空間の美化・緑化を市民と行政との協働で推進するとともに、循

環型社会を形成するための取組を進めます。 

また、防犯や防災などに自助・共助・公助の考え方を基にして地域一体となって取り組

むとともに、市民一人一人の暮らしや生命を守る施策の充実を図り、安全で安心して暮ら

せるまちづくりを進めます。 

 

３ 次代を担う人と豊かな文化を育むまち（子育て・教育・文化） 

子どもを安心して生み育てることができる地域社会を目指し、子育て支援や教育環境の

整備を進めます。 

また、市民の学習、文化・芸術活動の支援やスポーツの振興を図ることにより、生涯に

わたり文化・芸術・スポーツに親しみ、豊かな文化を育むまちづくりを進めます。 

 

４ 地域の産業が活発でにぎわいのあるまち（産業・雇用） 

企業誘致、起業・創業に関する支援、魅力ある農業の振興等に向けた取組を推進し、産

業の活性化を進めます。 

また、関係機関と連携し、求職者・就業者に対する支援に取り組み、雇用や就労環境の

充実に努めるとともに、商業集積を推進するなど、にぎわいのあるまちづくりを進めます。  
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５ 都市機能が充実した快適なまち（都市基盤・住環境・公共交通） 

道路、橋りょう、上下水道、公園などの都市基盤の整備や維持保全に取り組むとともに、

公共交通を充実させ、快適な住環境の保全・形成を図ります。 

また、地域が持つ強みなどを踏まえ、居住や都市の生活を支える機能の誘導を図るコン

パクトなまちづくりと、公共交通との連携によるコンパクトシティ・プラス・ネットワー

クのまちづくりを進めます。 

 

６ 多様な市民が主体的に活躍するまち（協働・人権） 

市民との情報共有の充実を図るとともに、地域活動を推進するため、地域自治組織や市

民活動団体の育成・支援に努めます。 

また、お互いに多様性を認め合い、人権が尊重される地域社会の構築に努め、多様な市

民が主体的に活躍するまちづくりを進めます。 

 

７ 安定的で信頼される行財政運営（行財政運営） 

持続可能で安定した行財政運営を行うため、事業の選択と集中を図るなど行財政改革の

推進を図ります。 

また、広域連携や民間活力の活用、自治体 DX※1の推進による効率的・効果的な行政運

営を図るとともに、職員の能力向上により、市民の多様なニーズに対応したサービスの提

供を図り、安定的で信頼される行財政運営を行います。 

                                        
※1 自治体 DX：自治体デジタル・トランスフォーメーション。デジタル・トランスフォーメーショ

ンとは、ICT の浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること。 


